
（様式○） 

個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 個人情報開示請求ファイル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

総務局行政部行政情報課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 個人情報開示請求に係る事務の進捗状況を管理す

る。 

５ 記録項目 １整理番号、２請求年月日、３請求場所、４請求に

係る個人情報の内容、５氏名、６所管課、７担当者、

８決定期限、９請求書の送付状況、１０延長の有無、

１１決定内容、１２本人への連絡状況、１３開示状

況、１４通知書受領日、１５審査請求期限、１６開

示失効日、１７住所、１８連絡先、１９開示の方法

の区分、２０本人確認情報 

６ 記録範囲 開示請求者（代理人を含む。） 

７ 記録情報の収集方法 開示請求書 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 なし 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在

地 

（名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁

目 

11 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第 20 条第７項に該当す

るファイル 

□有  ■無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす

る個人情報ファイルである旨 

提出後に行政情報課が記載 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組

織の名称及び所在地 

（名称）提出後に行政情報課が記載 

（所在地）提出後に行政情報課が記載 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 

－ 

19 備考 － 
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様式１

個 人 情 報 取 扱 事 務 開 始 届 出 書 

開始年月日  平成 17年４月１日 

          実施機関名    札幌市長      

個人情報取扱事務の名称 

個  人  情  報  の  記  録  項  目 
個人情報取扱事務を 

所管する組織の名称 

総務局 行政部 行政情報課 

 211-2132 

個人情報取扱事務の目的 

基本的事項 家庭生活 心身の状況 経済状況 思想・信条等 社会生活等 
個人情報の 

処 理 形 態 
個人情報の収集先 

個人情報の経常的な 

利用の範囲・提供先 

個人情報が記録さ

れている主な公文

書の名称 

個人情報取扱 

事務の委託先 

個人情報の対象者の範囲 
備  考 

個人情報開示請求事務 
■ 識別番号 

■ 氏名 

□ 生年月日・ 

年齢 

□ 性別 

■ 住所 

■ 電話番号 

□ 本籍・国籍 

■ 本人確認に

係る情報 

□ 親族関係 

□ 婚姻歴 

□ 家庭状況 

□ 居住状況 

□ 続柄 

□ 趣味 

□

□

□

□ 健康状態 

□ 病歴 

□ 障害 

□ 身体状況 

□ 能力 

□ 性格 

□

□

□

□ 財産 

□ 収入・支出

□ 納税状況 

□ 取引状況 

□ 公的扶助 

□

□

□

□

□ 思想・信条 

□ 宗教 

□ 支持政党 

□

□

□

□

□

□

□ 職業・職歴 

・学歴 

□ 地位 

□ 資格 

□ 賞罰 

□ 成績・評価 

□ 団体活動歴 

□ 意見・要望 

■ 対象個人情

報の内容 

■ 電算処理以外 

■ 電算処理 

 □1 万人以上 

■1 万人未満 

□軽微な処理 

■ 本人 

■ 本人以外 

■ 実施機関内  □ 1 号 

 ■ 他の実施機関  □ 2 号 

 □ 他の官公庁 □ 3 号 

 □ 民間・私人 □ 4 号 

 □ そ  の  他 □ 5 号 

 (       )  □ 6 号 

■ 7 号 

□ 8 号 

□ 9 号 

■ 無 

□ 有 

□ 実施機関内  □ 1 号 

 □ 他の実施機関  □ 2 号 

 □ 他の官公庁 □ 3 号 

 □ 民間・私人 □ 4 号 

 □ そ  の  他 □ 5 号 

 (       ) □ 6 号 

□ 7 号 

個人情報開示請

求処理簿 

個人情報の開示を請求す

る権利を保障することに

より、個人の権利利益の

保護及び市政の適正な運

営に資することを目的と

する。 

開示請求者（代理人を含

む。）及び対象個人情報

に記載された開示請求者

以外の者 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

札幌市長 様
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審議会スケジュール（想定）

時期 内容 

第１回 

３月 
保護法の概要説明 

改正内容と現行保護条例との相違点の説明及び審議事項の整理 

第２回 ◎開示請求の手数料 

○開示決定等の期限（改正保護法では30日以内） 

◎行政機関等匿名加工情報の手数料 

○（条例）要配慮個人情報 

○個人情報ファイル簿と個人情報取扱事務届出書 

第３回 ○保護法の非開示部分と公開条例の非公開部分の調整 

第４回 ○審議会への諮問 

○運用状況の公表 

○存否応答拒否の審議会への報告

第５回 

６月 
答申素案の検討 

※ 審議内容・順番・回数は変更があり得る。

◎…施行条例で定める必要がある事項 

○…施行条例で定めることができる事項 
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